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小金井市地域防災計画（案） －修正概要－ 

１．修正の背景                                

本市地域防災計画は、東日本大震災以降の災害対策基本法改正、南海トラフ巨大地震に

係る被害想定の大幅な見直しをはじめとする国、都の防災計画の修正及び被害想定の公表

等を踏まえ、市の防災・減災対策を推進するため、平成 27年 2月に諸般の修正を行い、更

に令和 2年 1月に一部修正を行い、現在に至っている。 

平成 27 年度以降には、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨、平成 28 年熊本地震、平成 29 年

7月九州北部豪雨災害、平成 30年 7月豪雨、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風、

令和 2年 7月豪雨、令和 3年台風 9号・10号災害、令和 4年 3月の福島県相馬郡新地町に

おける地震災害等、激甚災害の指定を受けた災害が発生した。 

これら災害の教訓から、主として大規模災害対策の充実・強化を図るため、災害対策基

本法等の改正や防災基本計画の修正、各種ガイドラインやマニュアルの改定等がなされた。 

 

表：防災基本計画（国）の修正履歴（平成 27年以降） 

 項 目 内 容 

１ 
平成 27年 3 月 

一部修正 
・原子力防災体制の充実・強化に伴う修正（原子力災害対策編） 

２ 
平成 27年 7 月 

一部修正 
・最近の災害対応の教訓を踏まえた対策の強化に伴う修正（各編） 

３ 
平成 28年 2 月

一部修正 

・最近の制度改正、災害対応の教訓等を踏まえた対策の強化に伴う修正（各編） 

 活火山法の一部改正等の制度改正を踏まえた防災対策の強化（活火山法、

水防法・下水道法等、廃棄物処理法等） 

４ 
平成 28年 5 月

一部修正 

・中央防災会議防災対策実行会議「水害時の避難・応急対策検討ワーキング

グループ」報告を踏まえた修正（各編） 

 平成 27年 9月関東・東北豪雨災害における教訓を踏まえた防災対策の強化 

５ 
平成 29年 4 月

一部修正 

・熊本地震を踏まえた応急対策・生活支援策検討 WG報告等を踏まえた修正 

・平成 28年台風第 10 号災害を踏まえた課題と対策の在り方（報告）を踏ま

えた修正 

６ 
平成 30年 6 月

一部修正 

・関係法令の改正 

 災害救助法、水防法、道路法、港湾法等 

・最近の災害対応の教訓を踏まえた修正（各編） 

 平成 29年 7月九州北部豪雨災害を踏まえた修正 

 平成 30年 1月～2月の大雪対応を踏まえた修正 

７ 
令和元年 5月 

一部修正 

・最近の災害対応の教訓を踏まえた修正（各編） 

 平成 30年 7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの避難対策に関する修正 

８ 
令和 2年 5月 

一部修正 

・最近の災害対応の教訓を踏まえた修正（各編） 

 令和元年東日本台風に係る検証を踏まえた修正 

 令和元年房総半島台風に係る検証を踏まえた修正 

９ 
令和 3年 5月 

一部修正 

・災害対策基本法の改正（災害対策本部の見直し、避難勧告・避難指示の一

本化等）等を踏まえた修正（各編） 

10 
令和 4年 6月 

一部修正 

・最近の災害対応の教訓、関係法令の改正等を踏まえた修正（各編） 

令和 3年 7月 1 日からの大雨を踏まえた修正 
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２．修正の方針                                

前項の修正の背景に加え、今後の庁舎移転に向けた防災機能の見直しを行い、本市におい

ても主として大規模災害対策の充実・強化を図るため、本市地域防災計画の修正の方針を設

定した。 

 

小金井市地域防災計画（現行計画：平成 27年 2月、令和 2年 1月一部修正） 

 

 

 

 

小金井市地域防災計画 －修正の方針－ 

①  関係法令等の反映 

  （災害対策基本法、水防法、土砂災害防止法、防災基本計画、防災に関する指針・ 

ガイドライン 等） 

②  東京都地域防災計画、水防計画等との整合 

③  近年の災害教訓の反映 

④  小金井市の地域特性、災害特性の反映 

⑤  災害対策本部体制、各班の活動内容（事務分掌）等の見直し 

⑥  使いやすさ、わかりやすさ、見やすさへの配慮 

 

＜国・都・市の動向＞ 

○国の主な動向 

・平成 27年 9月関東・東北豪雨以降に激甚災害の指定を受けた大規模災害による課題 

・災害対策基本法、水防法、南海トラフ地震対策特別措置法等の改正 

・防災基本計画の修正 

・防災に関する指針・ガイドラインの策定・改定 等 

○東京都の動向 

・東京都地域防災計画・震災編の修正（令和元年） 

・東京都地域防災計画・風水害編・大規模事故編・原子力災害編の修正（令和 3年） 

・東京都水防計画の修正（令和 4年度） 

・避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン（令和 2年 6月） 

・防災都市づくり推進計画の基本方針（令和 3年 3月一部修正） 

・首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年 5月 25日公表） 等 

○小金井市の動向 

・小金井市国土強靭化地域計画の策定（令和 3年度） 

・小金井市事業継続計画の修正（令和 3～4年度） 

・今後の（仮称）新福祉会館及び庁舎移転 

・小金井市の社会情勢の変化及び防災対策等の変更 等 
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３．地域防災計画の構成                            

小金井市地域防災計画の編構成は、以下のような構成とする。 

 

＜地域防災計画の構成＞ 

構  成 

 

震災編 

第１部 災害に強い小金井市を目指して 

第２部 施策ごとの具体的計画（予防対策・応急対策・復旧対策） 

第３部 災害復興計画 

第４部 南海トラフ地震等防災対策（東海地震事前対策を含む） 

 

風水害編 

第１部 風水害に強い小金井市を目指して 

第２部 災害予防計画 

第３部 災害応急・復旧対策計画 

 

危機管理（大規模事故等）編 

第１章 計画の目的、対象 

第２章 市の危機管理体制 

第３章 危険物事故 

第４章 航空機事故 

第５章 鉄道事故 

第６章 道路事故 

第７章 ガス事故 

第８章 大規模火災事故 

第９章 大規模停電 

第 10章 大規模断水等 

第 11章 大雪対応 

第 12章 ＣＢＲＮＥ災害 

第 13章 原子力災害 

第 14章 富士山噴火降灰対策 
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４．各編の構成・概要                             

震災編の構成は、現行計画からの変更はないが、現行の「第４部 東海地震事前対策」の

名称を「第４部 南海トラフ地震等防災対策（東海地震事前対策を含む。）」に改称し、次の

ような構成及び概要としている。 

＜震災編の構成・概要＞ 

構 成 概 要 

第１部 災害に強い小金井

市を目指して 

・第１部では、被害想定に南海トラフ地震を記載 

・都の計画との整合を図るとともに、新型コロナウイルス感

染症に係る避難所での対策等を記載 

第２部 施策ごとの具体的

計画（予防対策・応急

対策・復旧対策） 

・災害対策本部の分掌事務を見直し記載 

・各対策の具体的な取組の冒頭に項目ごとの担当部署や関

係機関を記載 

・国、都の計画との整合を図るとともに、受援体制の構築や

新型コロナウイルス等感染症対策を記載 

第３部 災害復興計画 ・復興計画の策定手順及び期間を記載 

第４部 南海トラフ地震等

防災対策（東海地震事

前対策を含む。） 

・第１章として南海トラフ地震等防災対策を記載 

・第２章を東海地震事前対策とし、「東海地震に関連する情

報」を「南海トラフ地震に関連する情報」に読み替えた

うえで、本章の規定を基本として対応することを記載 

 

震災編以外の各編についても、現行計画からの構成変更はないが、風水害編の第３部に「第

５章 災害復興計画」を追加、危機管理（大規模事故等）編において、６種の災害への対応を

新たに追加した。 

＜風水害編・危機管理（大規模事故等）編・資料編の構成・概要＞ 

構 成 概 要 

風水害編 

・第２部の災害予防計画では、洪水対策やエネルギーの確保、土砂

災害警戒区域の要配慮者利用施設における安全確保などを記載 

・第３部の災害応急・復旧対策計画では、避難勧告・避難指示の一

本化及び避難情報の判断基準、広域避難誘導、災害復興計画など

を記載 

危機管理 

（大規模事故等）編 

・第３章に、危険物取扱施設の事故による災害を記載 

・第５章に、鉄道事故による災害を記載 

・第６章に、道路事故による災害を記載 

・第８章に、大規模火災事故による災害を記載 

・第 13章に、原子力事故による災害を記載 

・第 14章に、富士山の噴火に伴う降灰対策を記載 

資料編 ・時点修正等 
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５．修正のポイント                              

 

（１）関係法令の改正への対応                           

● 災害対策基本法の改正を踏まえた修正 

● 土砂災害防止法の改正を踏まえた修正 

● 大規模災害からの復興に関する法律の施行を踏まえた修正 

 

（２）上位計画との整合                              

● 防災基本計画等の修正に伴うもの 

● 新型コロナウイルス感染症対策関連のガイドラインに伴うもの 

● 避難情報に関するガイドラインに伴うもの 

● 災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインに伴うもの 

● 東京都地域防災計画等の修正への対応 

● 首都直下地震等による東京の被害想定（令和 4年 5月 25日公表）の反映 

 

（３）市の関連計画修正との整合等                         

・国土強靭化地域計画、事業継続計画等、令和 3～4年度に市で策定・修正を予定している

防災関連の計画及びマニュアル等との整合を図る。 

・広域支援・救助部隊等の受入体制の整備等、受援体制の確立について明記する。 

・市の災害組織体制及び災害対策本部事務分掌等の見直し及び整合を図る。 

・計画の実施主体（担当班・課、防災関係機関等）を明記する。 

 

 

 

 


